
090-1055-8560
受付 10:00~18:00

（渡辺）☎
主催者 : NPO法人　Dream Support -ドリームサポート-

「第3次上三川町障がい者基本計画、上三川町第7期障がい福祉計画、
上三川町第3期障がい児福祉計画」(案) に関するパブリックコメント

「上三川町空家等対策計画」(案) に関するパブリックコメント
上三川町高齢者保健福祉介護保険事業

運営協議会委員を募集

国民年金保険料の前納制度について
　本町では、障害者基本法、障害者総合支援法、児童福祉法に基づき、障がい児・者施策を推進するため、「第
３次上三川町障がい者基本計画、上三川町第７期障がい福祉計画、上三川町第３期障がい児福祉計画」の策
定を進めていますが、このたび案がまとまりましたので、この案を公表し、町民皆様からご意見等を募集し
ます。
　寄せられたご意見等は、内容ごとに整理・分類した上で、これに対する町の考え方を公表します。
　なお、個々のご意見等に対しては直接回答はしませんので、あらかじめご了承願います。

▶公表する資料名＝「第３次上三川町障がい者基本計画、上三川町第７期障がい福祉計画、上三川町第３期
　　　　　　　　　障がい児福祉計画」案
▶資料の閲覧期間＝２月１日（木）～３月１日（金）
▶閲覧方法＝町ホームページに掲載するほか、役場町民ホール、健康福祉課窓口、中央公民館窓口にてご覧
　　　　　　になれます。
▶意見等の提出期間＝２月１日（木）～３月１日（金）　午後５時１５分＜必着＞
▶意見等を提出できる方＝町内に居住・通勤・通学する方、町内で事業活動を行う個人・団体・法人、その
　　　　　　　　　　　　他本計画の利害関係者
▶意見等の提出方法＝意見等提出にかかる詳細については、閲覧窓口や町ホームページによる掲載にてお
　　　　　　　　　　知らせします。なお、ご意見等は口頭、電話では受け付けできません。

　町では、空家等対策に関して平成３１年 (２０１９)年３月に策定した「上三川町空家等対策計画」に基づ
き、施策の推進を図っていますが、現計画が期間終了となるため、「上三川町空家等対策計画」の改定を進め
ています。このたび案がまとまりましたので、この案を公表し、町民皆様からご意見等を募集します。
　寄せられたご意見等は、内容ごとに整理・分類した上で、これに対する町の考え方を公表します。
　なお、個々のご意見等に対しては直接回答はしませんので、あらかじめご了承願います。

▶公表する資料名＝「上三川町空家等対策計画」案
▶資料の閲覧期間＝２月１日（木）～３月１日（金）
▶閲覧方法＝町ホームページに掲載するほか、役場町民ホール、建築課窓口、中央公民館窓口
　　　　　　にてご覧になれます。
▶意見等の提出期間＝２月１日（木）～３月１日（金）　午後５時１５分＜必着＞
▶意見等を提出できる方＝町内に居住・通勤・通学する方、町に納税義務を有する方、本案件に利害関係を
　　　　　　　　　　　　有する個人または法人
▶意見等の提出方法＝意見等提出にかかる詳細については、閲覧窓口や町ホームページによる掲載にてお
　　　　　　　　　　知らせします。なお、ご意見等は口頭、電話では受け付けできません。

▶問い合わせ先＝建築課　住宅係　　　　９１４５56☎

▶問い合わせ先＝健康福祉課　福祉人権係　　　　９１２８56☎

　本町では高齢者における保健、福祉及び介護保険事業の適正な運営を図るため、「上三川町高齢

者保健福祉介護保険事業運営協議会」を設置しています。

　この協議会は、被保険者や医療、保健・福祉関係者等で構成していますが、介護経験者または介

護保険被保険者の方からもご意見をいただくため、協議会委員を次のとおり募集します。

▶募集人員＝１名

▶応募期間＝２月９日 (金 )～３月８日 (金 )

▶資格条件＝４０歳以上の介護経験者または介護保険被保険者

▶報酬＝６,７００円／回（年２、３回程度開催）

▶任期＝３年 (委嘱日～令和９年３月３１日 )

▶職務内容＝年２、３回程度開催する高齢者における保健、福祉及び介護保険事業に関する会議に

　　　　　　出席し、内容について協議していただきます。

▶申込締切＝３月８日 (金 )

　保険料は、一定期間分をまとめて納めると、割引になる「前納制度」があります。割引額は、納付方

法や前納の種類によって異なります。

●納付方法　　　　　　　　　　●前納の種類

　・納付書払い　　　　　　　　　・２年前納（４月～翌々年３月分）　

　・口座振替　　　　　　　　　　・１年前納（４月～翌年３月分）　　

　・クレジットカード払い　　　　・６か月前納（４月～９月、１０月～翌年３月分）

●申込期限

　・口座振替及びクレジットカード払いは、令和６年２月末日

　・納付書払いは、令和６年３月末日

詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。

▶問い合わせ先＝宇都宮西年金事務所　　 ０２８（６２２）４２８１
　　　　　　　　住民課　国保年金係　　　　９１３４56☎

☎

▶問い合わせ先＝健康福祉課　高齢者支援係　　　　９１０２56☎

日本年金機構ホームページ
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090-1055-8560
受付 10:00~18:00

（渡辺）☎
主催者 : NPO法人　Dream Support -ドリームサポート-

「第3次上三川町障がい者基本計画、上三川町第7期障がい福祉計画、
上三川町第3期障がい児福祉計画」(案) に関するパブリックコメント

「上三川町空家等対策計画」(案) に関するパブリックコメント
上三川町高齢者保健福祉介護保険事業

運営協議会委員を募集

国民年金保険料の前納制度について
　本町では、障害者基本法、障害者総合支援法、児童福祉法に基づき、障がい児・者施策を推進するため、「第
３次上三川町障がい者基本計画、上三川町第７期障がい福祉計画、上三川町第３期障がい児福祉計画」の策
定を進めていますが、このたび案がまとまりましたので、この案を公表し、町民皆様からご意見等を募集し
ます。
　寄せられたご意見等は、内容ごとに整理・分類した上で、これに対する町の考え方を公表します。
　なお、個々のご意見等に対しては直接回答はしませんので、あらかじめご了承願います。

▶公表する資料名＝「第３次上三川町障がい者基本計画、上三川町第７期障がい福祉計画、上三川町第３期
　　　　　　　　　障がい児福祉計画」案
▶資料の閲覧期間＝２月１日（木）～３月１日（金）
▶閲覧方法＝町ホームページに掲載するほか、役場町民ホール、健康福祉課窓口、中央公民館窓口にてご覧
　　　　　　になれます。
▶意見等の提出期間＝２月１日（木）～３月１日（金）　午後５時１５分＜必着＞
▶意見等を提出できる方＝町内に居住・通勤・通学する方、町内で事業活動を行う個人・団体・法人、その
　　　　　　　　　　　　他本計画の利害関係者
▶意見等の提出方法＝意見等提出にかかる詳細については、閲覧窓口や町ホームページによる掲載にてお
　　　　　　　　　　知らせします。なお、ご意見等は口頭、電話では受け付けできません。

　町では、空家等対策に関して平成３１年 (２０１９)年３月に策定した「上三川町空家等対策計画」に基づ
き、施策の推進を図っていますが、現計画が期間終了となるため、「上三川町空家等対策計画」の改定を進め
ています。このたび案がまとまりましたので、この案を公表し、町民皆様からご意見等を募集します。
　寄せられたご意見等は、内容ごとに整理・分類した上で、これに対する町の考え方を公表します。
　なお、個々のご意見等に対しては直接回答はしませんので、あらかじめご了承願います。

▶公表する資料名＝「上三川町空家等対策計画」案
▶資料の閲覧期間＝２月１日（木）～３月１日（金）
▶閲覧方法＝町ホームページに掲載するほか、役場町民ホール、建築課窓口、中央公民館窓口
　　　　　　にてご覧になれます。
▶意見等の提出期間＝２月１日（木）～３月１日（金）　午後５時１５分＜必着＞
▶意見等を提出できる方＝町内に居住・通勤・通学する方、町に納税義務を有する方、本案件に利害関係を
　　　　　　　　　　　　有する個人または法人
▶意見等の提出方法＝意見等提出にかかる詳細については、閲覧窓口や町ホームページによる掲載にてお
　　　　　　　　　　知らせします。なお、ご意見等は口頭、電話では受け付けできません。

▶問い合わせ先＝建築課　住宅係　　　　９１４５56☎

▶問い合わせ先＝健康福祉課　福祉人権係　　　　９１２８56☎

　本町では高齢者における保健、福祉及び介護保険事業の適正な運営を図るため、「上三川町高齢

者保健福祉介護保険事業運営協議会」を設置しています。

　この協議会は、被保険者や医療、保健・福祉関係者等で構成していますが、介護経験者または介

護保険被保険者の方からもご意見をいただくため、協議会委員を次のとおり募集します。

▶募集人員＝１名

▶応募期間＝２月９日 ( 金 )～３月８日 (金 )

▶資格条件＝４０歳以上の介護経験者または介護保険被保険者

▶報酬＝６,７００円／回（年２、３回程度開催）

▶任期＝３年 ( 委嘱日～令和９年３月３１日 )

▶職務内容＝年２、３回程度開催する高齢者における保健、福祉及び介護保険事業に関する会議に

　　　　　　出席し、内容について協議していただきます。

▶申込締切＝３月８日 ( 金 )

　保険料は、一定期間分をまとめて納めると、割引になる「前納制度」があります。割引額は、納付方

法や前納の種類によって異なります。

●納付方法　　　　　　　　　　●前納の種類

　・納付書払い　　　　　　　　　・２年前納（４月～翌々年３月分）　

　・口座振替　　　　　　　　　　・１年前納（４月～翌年３月分）　　

　・クレジットカード払い　　　　・６か月前納（４月～９月、１０月～翌年３月分）

●申込期限

　・口座振替及びクレジットカード払いは、令和６年２月末日

　・納付書払いは、令和６年３月末日

詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。

▶問い合わせ先＝宇都宮西年金事務所　　 ０２８（６２２）４２８１
　　　　　　　　住民課　国保年金係　　　　９１３４56☎

☎

▶問い合わせ先＝健康福祉課　高齢者支援係　　　　９１０２56☎

日本年金機構ホームページ
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